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序章　都市計画マスタープランの基本事項

　近年の産業、社会構造の急速な変化、住民の価値観の多様化、また、地方分権を背景
とした市町村への各種権限の移譲等により、まちづくりにおける市町村の役割が一層大
きなものとなってきています。そして、住民と行政が都市の将来像を共有し、一体となっ
てまちづくりを進めていくことが、これまで以上に重要となってきています。
　市町村が定める都市計画マスタープラン（市町村の都市計画に関する基本的な方針）は、
都市計画法第 18条の 2に位置づけられる法定計画であり、住民に最も近い立場にある
市町村が住民意見を十分に反映させた上で、まちの将来像を設定し、その実現に向けた
都市計画の方針を定めるものです。

　本町の都市計画マスタープランは、2006（平成 18）年 1月に策定し、都市計画行政
を展開してきました。2020（令和 2）年度に計画期間の最終年度を迎えたことに加え、
第 5次嘉手納町総合計画、中部広域都市計画区域マスタープランの見直しなど、上位・
関連計画の動向、また、本町のまちづくりにおいて現在まで取り組んできた各種事業等
の進捗、さらには、人口減少・少子高齢社会の到来や自然災害・気候変動への対応等の
社会情勢の変化などを踏まえ、計画の改定を行うものとします。
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　嘉手納町都市計画マスタープランは、「第 5次嘉手納町総合計画」や県が定める「中部
広域都市計画『都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』（都市計画区域マスタープラ
ン）」に即して、都市の将来像や土地利用等の方針を明らかにし、町の都市計画に関する
基本的な方針を定めるもので、用途地域や市街地開発事業等、町が定める個別の都市計
画の決定や変更・廃止にあたっての方針となるものです。

　嘉手納町都市計画マスタープランは、2024（令和 6）年度から概
ね 20 年後の 2043（令和 25）年度頃を計画期間とします。また、
本町をとりまく社会・経済及び都市づくりの状況の変化や嘉手納町総
合計画の見直し等に合わせ、必要に応じて計画の見直しを行います。

　本町は町域全体が都市計画区域として
指定されていますが、本計画においては、
米軍施設（嘉手納飛行場、嘉手納弾薬庫
地区、陸軍貯油施設）を除く区域を計画
の対象範囲とします。
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序章

第１章

第 3 章

第 4 章

都市づくりの進め方第 5 章

土地利用・
市街地整備の方針

都市交通体系
の方針

都市公園とみどり
の方針

都市計画マスタープランの趣旨、改定の背景や目的などを示しています。

各施策を展開する際の基本的な考え方を示しています。

都市づくりの目標に向けた各分野の方向性を示しています。

分野別構想を踏まえ、各地区の方向性を示しています。

嘉手納町の現状や都市づくりの変遷・潮流から次の課題を整理しています。

第２章

課題を踏まえ、都市づくりの目標と将来都市構造などを示しています。

嘉手納運動公園嘉手納運動公園

屋良城跡公園 道の駅かでな

大型商業
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